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資料 ８ 

者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針 

平 成 1 6 年 1 2 月 ２ 日                  

内 閣府、国家公安委員会、                  

法務省、厚生労働省告示第１号 

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的事項 

 基本的な考え方 

配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害である。 

配偶者からの暴力は、外部からその発見が困難な家庭内において行われるため、潜在化しやすく、しかも

加害者に罪の意識が薄いという傾向にある。このため、周囲も気付かないうちに暴力がエスカレートし、被

害が深刻化しやすいという特性がある。 

配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴

力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被

害者を保護するための不断の取組が必要である。 

平成 16 年に改正された配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（平成 13 年法律第 31

号）の趣旨を踏まえ、国及び地方公共団体が主体的に施策を実施することはもちろんのこと、国民一人一人

が、配偶者からの暴力は身近にある重大な人権侵害であることをよく理解し、配偶者からの暴力を容認しな

い社会の実現に向け、積極的に取り組んでいくことが必要である。 

 我が国の現状 

平成 13 年４月、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的として、配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する法律が制定された。 

法が施行され、保護命令の制度や、都道府県の配偶者暴力相談支援センターによる相談や一時保護等の業

務が開始されたことにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護について一定の成果が挙がるととも

に、この問題に関する社会の認識もかなり高まってきている。 

平成 16 年６月現在で、配偶者暴力相談支援センターの機能を果たしている施設は全国で 120 施設となっ

ている。 

配偶者暴力相談支援センターで受け付けた相談の件数は、平成 14 年度で 35,943 件、平成 15 年度で

43,225件となっている。年間の相談件数が2,000件を超える都道府県がある一方で、相談件数が200件に満

たない都道府県もあり、大きな地域差が見られる。婦人相談所等における来所による夫等の暴力の相談件数

についてみると、平成13年度で13,071件であったものが、平成15年度には19,243件となっており、相談

全体に占める夫等の暴力の割合も19.2パーセントから25.5パーセントと増加している。 

婦人相談所一時保護所における入所者のうち、夫等の暴力を入所理由とする者も増加しており、平成 13



 

年度においては 2,680 件であったものが、平成 15 年度には 4,296 件となっている。また、警察が対応した

配偶者からの暴力相談等の件数は、平成14年で14,140件、平成15年で12,568件となっている。 

保護命令の発令件数は、平成14年度で1,282件、平成15年度で1,498件となっている。その内訳を見る

と、平成 15 年度では、接近禁止命令と退去命令が併せて発令された件数が 438 件、接近禁止命令のみ発令

された件数が1,054件、退去命令のみ発令された件数が６件となっている。 

こうした法の施行状況も踏まえ、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策を更に推進する

ため、配偶者からの暴力の定義の拡大※、保護命令制度の拡充、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

のための施策に関する基本的な方針（以下「基本方針」という。）及び都道府県における配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）の策定並

びに市町村による配偶者暴力相談支援センター業務の実施及び被害者の自立支援等を内容とする配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律（平成 16 年法律第 64 号）が平成 16 年

５月に制定され、同年 12 月２日に施行されたところである。今後、改正の趣旨に十分留意して、施策を実

施していくことが必要である。 

※ 法の改正により、「配偶者からの暴力」は、配偶者からの身体に対する暴力（身体に対する不法な攻撃

であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれに準ずる心身に有害な影響を及

ぼす言動（以下「身体に対する暴力等」という。）をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後

に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続

き受ける身体に対する暴力等を含むと規定されている。ただし、法第３章及び法第４章については、配偶

者からの身体に対する暴力に限るとされていることから、基本方針においても、第２の１(1)及び(2)、同

２(1)イ(ｲ)、同２(5)、並びに別添については、配偶者からの身体に対する暴力に限られている。 

 ３ 基本方針及び基本計画策定の目的 

基本計画は、広範多岐にわたる配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策を、総合的に、か

つ、地域の実情を踏まえきめ細かく実施していく観点から、第一線で中心となってこれらの施策に取り組む

都道府県が策定するものである。 

基本方針は、全国あまねく適切に施策が実施されるようにする観点から、法や制度の概要に触れつつ、配

偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する施策に関する基本的な方針を示したものであり、基本計画

の指針となるべきものである。したがって、都道府県が基本計画を策定する際は、基本方針に即しつつ、地

域の実情に応じて、必要な事項をその内容に盛り込むことが望ましい。 

なお、基本方針は、都道府県の判断により基本計画に独自の施策等を盛り込むことを妨げるものではない。 

 

第２ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項 

 １ 配偶者からの暴力についての通報等及びその対応に関する事項 

  (1) 通報 

   ア 一般からの通報 

配偶者からの暴力は、家庭内で行われることが多く、外部から発見することが困難である上、被害

者も加害者（配偶者からの暴力が行われた場合における当該配偶者又は配偶者であった者をいう。以



 

下同じ。）からの報復や家庭の事情等様々な理由から保護を求めることをためらうことも考えられる。

被害者の保護を図るための情報を広く社会から求めるため、法第６条第１項において、配偶者からの

暴力を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよ

う努めなければならないこととされている。 

国及び地方公共団体においては、通報についての法の規定とその趣旨等について、様々な機会を利

用して啓発に努めることが必要である。 

   イ 医師その他の医療関係者からの通報 

医師その他の医療関係者（医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師等。以下「医療関係者」とい

う。）は、日常の業務を行う中で、配偶者からの暴力の被害者を発見しやすい立場にあることから、

医療関係者には、被害者の発見及び通報において積極的な役割が期待される。 

そのため、法第６条第２項においても、医療関係者が業務を行うに当たって配偶者からの暴力の被

害者を発見した場合には、配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報することができることとさ

れ、同条第３項により当該通報は守秘義務違反に当たらないとされている。 

医療関係者にあっては、この趣旨を踏まえ、配偶者からの暴力の被害者を発見した場合には、守秘

義務を理由にためらうことなく、配偶者暴力相談支援センター又は警察官に対して通報を行うことが

必要である。 

他方で、配偶者からの暴力の被害者の保護は、被害者自身の意思を尊重して行われることが必要で

ある。例えば、被害者の意思に反し通報が行われると、被害者の受診が妨げられたり、被害者の安全

が脅かされるおそれもある。そのため、医療関係者は、原則として被害者の明示的な同意が確認でき

た場合にのみ通報を行うことが望ましい。ただし、被害者の生命又は身体に対する重大な危害が差し

迫っていることが明らかな場合には、そのような同意が確認できなくても積極的に通報を行うことが

必要である。 

また、法第６条第４項に規定されているように、医療関係者は、被害者が自らの意思に基づき配偶

者暴力相談支援センター、婦人相談員、相談機関等を適切に利用できるよう、これらの関係機関に関

する積極的な情報提供を行うことが必要である。 

医療関係者が配偶者からの暴力の被害者の適切な保護に積極的な役割を果たすことができるために

も、都道府県において、医療関係者に対し、通報や情報提供に関する法の規定とその趣旨、配偶者暴

力相談支援センター、婦人相談員、相談機関の機能等について、医療関係者向けの広報や研修、医療

関係者に対する関係機関の協議会への参加の呼びかけ、医療関係者を対象とした対応マニュアルの作

成・配布等様々な機会を利用して周知を行い、医療関係者による通報や情報提供等、関係機関との連

携協力を通じた被害者の保護の促進を図ることが望ましい。 

  (2) 通報等への対応 

   ア 配偶者暴力相談支援センター 

法第７条において、配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合に

は、必要に応じ、被害者に対し、第３条第３項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務

の内容について説明及び助言を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとするとされ



 

ている。 

配偶者暴力相談支援センターは、通報を受けた場合、通報者に対し、加害者に知られないように被

害者に配偶者暴力相談支援センターの利用に関する情報を教示してもらうよう協力を求めることが必

要である。また、被害者と連絡が取れた場合は、配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容等に

ついて説明し、助言を行うことが必要である。 

現に被害者に対する危険が急迫していると認められるときは、警察にその旨を通報するとともに、

被害者に対し、一時保護を受けることを勧奨するなどの措置を講ずることが必要である。なお、こう

した危険が急迫している場合は、都道府県において少なくとも１つの施設で、夜間、休日を問わず対

応できることが望ましい。また、加害者が通報者に対し、何らかの報復行為等を行うことも考えられ

ることから、通報者の氏名等を公にすることがないよう十分注意することが必要である。 

   イ 警察 

法第８条において、警察官は、通報やパトロール中での発見等により配偶者からの暴力が行われて

いると認めるときは、警察法（昭和 29 年法律第 162 号）、警察官職務執行法（昭和 23 年法律第 136

号）その他の法令の定めるところにより、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力によ

る被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされている。 

警察において配偶者からの暴力が行われていると認めた場合は、暴力の制止に当たるとともに、応

急の救護を要すると認められる被害者を保護することが必要である。また、被害者の意思を踏まえ、

加害者を検挙するほか、加害者への指導警告を行うなど配偶者からの暴力による被害の発生を防止す

るための措置を講ずることが必要である。特に、被害者に対しては、加害者の検挙の有無にかかわら

ず、事案に応じて、必要な自衛措置その他配偶者暴力相談支援センター等の関係機関や保護命令制度

等の教示等配偶者からの暴力による被害の発生を防止するための措置について指導及び助言を行うこ

とが必要である。 

 ２ 被害者の保護に関する事項 

  (1) 被害者からの相談等に関する事項 

   ア 配偶者暴力相談支援センター 

    (ｱ) 配偶者暴力相談支援センターの機能 

配偶者暴力相談支援センターは、被害者の保護を行う上で中心的な役割を果たす施設であり、法

第３条第１項において、都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設にお

いて、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとすること

とされ、同条第２項において、市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、当該市町村が設置する適

切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするこ

とができることとされている。 

同一都道府県内の複数の施設において、配偶者暴力相談支援センターの機能を果たすこととした

場合、相互を有機的に連携し、その機能を発揮する観点から、都道府県は、これらの施設の連携の

中心となる施設（都道府県が設置する施設に限る。以下「中心施設」という。）を１か所指定する

ことが必要である。当該都道府県内の市町村が設置する施設において配偶者暴力相談支援センター



 

の機能を果たすこととした場合、中心施設はこれらの市町村の施設との連携にも配慮することが必

要である。 

なお、自立支援を含む被害者の保護を図る上で、市町村の果たす役割は極めて大きいことから、

都道府県及び市町村は十分連携をとり、被害者の保護に積極的に取り組むことが望ましい。 

また、配偶者暴力相談支援センターにおいては、加害者が訪問すること等も想定し、安全確保の

ための対策を講ずることが必要である。 

    (ｲ) 相談を受けた場合の対応 

法第３条第３項第１号において、配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する各般の問題に

ついて、相談に応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う機関を紹介することとされている。 

配偶者暴力相談支援センターにおいて被害者の相談に当たる職員は、被害者から電話による相談

があった場合には、その訴えに耳を傾け、適切な助言を行うこと、被害者に来所して相談したいと

の意向があれば、これを促すことなどが必要である。また、来所した被害者の面接相談を行う場合

には、その話を十分に聴いた上で、どのような援助を求めているのかを把握し、被害者の抱える問

題を正しく理解して、問題解決に向けて助言を行うことなどが必要である。さらに、保護を受ける

か否かについては被害者本人が判断し決定すべきことであることから、被害者に対し、関係機関の

業務内容の説明や助言を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨することなども必要である。 

被害者に対する相談・支援を行うに当たっては、被害者の国籍、障害の有無等を問わずプライバ

シーの保護、安心と安全の確保、受容的な態度で相談を受けること等、被害者の人権に配慮した対

応を行うことが必要である。 

また、不適切な対応により、被害者に更なる被害（二次的被害）が生じることのないよう留意す

ることが必要である。 

   イ 警察 

 (ｱ) 相談を受けた場合の対応 

犯罪等による被害を未然に防止し、国民の安全と平穏を確保するため、配偶者からの暴力に関す

る相談に真摯に対応することが必要であるが、配偶者からの暴力は、身体に対する暴力に限られな

いことから、警察以外の機関が取り扱うことが適切であるものも含まれていることに留意すること

が必要である。また、配偶者からの身体に対する暴力に関する相談についても、被害者の保護を適

切に行うために、関係機関との連携を強化することが必要である。 

警察において配偶者からの暴力が行われていると認めた場合又は暴力が行われるおそれがあると

認めた場合は、加害者について、被害者の意思を踏まえ、検挙するほか、加害者への指導警告を行

うなど配偶者からの暴力による被害の発生を防止するための措置を講ずることが必要である。加害

者への措置を講ずるに当たって、ストーカー行為等の規制等に関する法律（平成 12 年法律第 81

号）の活用に関し、被害者やその親族、支援者等に対する、同法第２条のつきまとい等の行為があ

る場合は、警告、禁止命令等の発動を検討することが必要である。 

被害者に対しては、事案に応じて、配偶者暴力相談支援センター等の関係機関、警察本部長等の

援助の制度及び保護命令制度等の教示等配偶者からの暴力による被害の発生を防止するための措置



 

について指導及び助言を行うことが必要である。 

また、法第 14 条第２項の規定により裁判所から警察に対し書面の提出が求められた場合におい

て、これに速やかに応じることができるよう、警察において、被害者が相談した際の状況及びこれ

に対して執った措置の内容について、適切に記録し、保管することが必要である。 

なお、配偶者からの暴力により、被害者は、心身ともに傷ついており、自らの被害について積極

的に申立てを行うことができないおそれがあり、また警察による対応の過程で更に傷つくおそれが

あることなどから、被害者の負担を軽減し、かつ、二次的被害が生じることのないよう、女性警察

職員による相談対応、被害者と加害者とが遭遇しないような相談の実施等被害者が相談しやすい環

境の整備に努めることが必要である。 

    (ｲ) 援助の申出を受けた場合の対応 

法第８条の２において、警視総監若しくは道府県本部長（道警察本部の所在地を包括する方面を

除く方面については、方面本部長）又は警察署長は、配偶者からの暴力を受けている者から、配偶

者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と

認めるときは、当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公安委員会規則で定めるところ

により、当該被害を自ら防止するための措置の教示その他配偶者からの暴力による被害の発生を防

止するために必要な援助を行うものとすることとされている。 

警察においては、被害者から同条の援助を受けたい旨の申出を受けた場合に、申出が相当である

と認めるときには、被害者から援助申出書の提出を求め、次に掲げる措置のうち、適切なものを採

ることにより援助を行うことが必要である。 

ａ 被害者に対し、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するため、その状況に応じて避難そ

の他の措置を教示すること。 

ｂ 加害者に被害者の住所又は居所を知られないようにすること。 

ｃ 被害者が配偶者からの暴力による被害を防止するための交渉を円滑に行うための措置（被害

者に対する助言、加害者に対する必要な事項の連絡又は交渉場所としての警察施設の供用）。 

ｄ その他申出に係る配偶者からの暴力による被害を自ら防止するために適当と認める援助。 

   ウ 人権擁護機関 

法務省の人権擁護機関では、人権相談所や「女性の人権ホットライン」といった専用電話を設け、

配偶者からの暴力を含めた相談を受け付けるほか、被害者から、人権侵犯による被害を受け、又は受

けるおそれがある旨の申告等があった場合は、速やかに救済手続を開始する。 

上記相談や申告を受け、配偶者からの暴力事案を認知した場合は、人権侵犯事件として所要の調査

を行い、配偶者暴力相談支援センター、警察等と連携を図りながら、被害者に必要な助言、婦人相談

所等一時保護施設への紹介などの援助をし、暴力行為に及んだ者等に対しては、これを止めるよう、

事案に応じて、説示、啓発を行うことにより、被害者の保護、救済に努めることが必要である。 

  (2) 被害者に対する医学的又は心理学的な指導等に関する事項 

法第３条第３項第２号において、配偶者暴力相談支援センターは、被害者の心身の健康を回復させる

ため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行うこととされている。 



 

   ア 婦人相談所 

被害者は、繰り返される暴力の中でＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）等の障害を抱えることも

多く、また、加害者からの追及の恐怖、経済的な問題、将来への不安等により精神的に不安定な状態

にある。同伴者も同様に心理的被害を受けている場合も多い。こうした被害者に対する医学的又は心

理学的な援助については、事案に応じ、医師、心理判定員、婦人相談員、看護師等、相談・保護に関

わる職員が連携して行うことが必要である。 

婦人相談所においては、心身に大きな被害を受けている被害者に対して、心理判定員等による心理

学的諸検査や面接を行い、被害者の心理的な被害の状況を把握して、事案に応じた心理学的側面から

の指導等を行うことが必要である。 

また、疾病等の有無や診療の要否について、医学的な面から判定し、被害者の心身の健康状態を踏

まえて、今後の必要な措置について検討するなど、適切に対応することが必要である。 

   イ 女性センター等 

いわゆる「女性センター」等については、本来、被害者に対して医学的又は心理学的な指導を行う

ことを目的に設置されたものではないが、配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たす施設に

おいては、婦人相談所等と連携して、被害者の心身の健康を回復させるための必要な対応をとること

が望ましい。 

   ウ 児童相談所 

平成 16 年４月に公布され、同年 10 月に施行された児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正す

る法律（平成 16 年法律第 30 号）において、児童虐待の定義の見直しが行われ、子どもの目前で配偶

者に対する暴力が行われること等、直接子どもに対して向けられた行為ではなくても、子どもに著し

い心理的外傷を与えるものであれば児童虐待に含まれること等が明確にされ、適切な対応を講じてい

くこととされている。 

児童相談所においては、医学的又は心理学的なケアを必要とする子どもに対しては、精神科医や心

理判定員等が連携を図りながら、個々の子どもの状況に応じてカウンセリング等を実施することが必

要である。 

また、婦人相談所に入所している子どもであっても、婦人相談所等と連携して、子どもの面前で配

偶者に対する暴力が行われること等による心理的外傷の状況等を踏まえ、通所や訪問という形をとり

ながら、個別的な心理療法や集団療法等の援助を行うなど、子どもの状況に応じ適切に対応すること

が望ましい。 

  (3) 被害者の保護に関する事項 

法第３条第３項第３号及び同条第４項において、被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあって

は、被害者及びその同伴する家族）の一時保護を、婦人相談所が、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める

基準を満たす者に委託して行うものとされている。 

   ア 婦人相談所 

婦人相談所における一時保護については、被害者本人の意思に基づき、(ｱ)適当な寄宿先がなく、当

該者に被害が及ぶことを防ぐため緊急に保護することが必要であると認められる場合、(ｲ)一時保護所



 

での短期間の生活指導、自立に向けた援助が有効であると認められる場合、(ｳ)心身の健康回復が必要

であると認められる場合等に行うものである。 

また、一時保護の期間は、援助の施策のうちどれが最も適当であるかを決定し、婦人保護施設や母

子生活支援施設への入所等の措置が執られるまでの間や短期間の指導、援助を行うために必要な最小

限の期間としているが、入所者の状況により、事案に応じて、弾力的に対応するよう配慮することが

必要である。 

同伴する子どもについては、男子高校生など婦人相談所で保護することが適当でないと判断される

場合には、児童相談所の一時保護所で保護するなど、児童相談所等関係機関との連携を図ることが必

要である。 

一時保護に当たっては、被害者本人の状況、同伴者の有無等を勘案し、婦人保護施設や母子生活支

援施設等、状況に応じ適切な一時保護委託先で保護するなどの対応を行うことが必要である。 

一時保護の受入れに当たっては、入所者の緊張と不安を緩和し、安心して援助を受けることができ

るという気持ちが持てるよう留意することが必要である。また、入所者の疾病や心身の健康状態等に

より、医療的ケアや心理的ケアを行うなど、適切な職員を配置し、心理判定員、婦人相談員等関係す

る職員が連携して問題の整理・解決を図ることが必要である。 

一時保護は被害者本人からの依頼のほか、福祉事務所、警察、児童相談所等の関係機関からの依頼

があるが、被害者は金銭や保険証等を所持せずに保護となる場合も多く、また、被害者及び同伴する

子どもに対する加害者からの追及のおそれ等もあることから、福祉事務所、警察等関係機関と速やか

に連絡を取るなど、緊密な連携を図ることが必要である。 

被害者の支援については、加害者等の追及から逃れるため、県外の施設で保護する広域措置も増加

しており、都道府県域を越えた広域的な連携が必要である。そうした連携を行う際は、費用負担の問

題を含め、地方公共団体間において適切に対応できるよう、保護の実施責任等の明確化を図ることが

必要である。 

また、被害者が相談等を行った機関の所管区域を越えて、他の区域での保護を希望する場合は、移

管先の機関に当該事案の相談内容及び対応状況に関する情報を的確に提供し、被害者が円滑に支援を

受けられるよう配慮することが必要である。 

また、法における被害者は女性であるか、男性であるかを区別していないことから、男性の被害者

も配偶者暴力相談支援センターを利用することができるが、一時保護については、あらかじめ、男性

の被害者の保護に適した施設を委託先として検討し、必要な場合に一時保護の委託を行う等の対応を

行うことが望ましい。 

   イ 被害者の一時保護を委託する施設 

婦人相談所一時保護所における一時保護の件数は年々増加しており、その受入れが困難となってい

る場合には、民間シェルター等に対する一時保護委託の拡充等の対応が必要である。一時保護委託契

約を締結している施設数は、120施設（平成15年３月１日現在）から168施設（平成16年３月１日現

在）へと大幅に増加しており、委託契約施設の種別を見ると、婦人保護施設、母子生活支援施設、乳

児院、児童養護施設、軽費老人ホーム、救護施設、民間団体等となっている。 



 

一時保護委託は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第３条第４項の規定に

基づき厚生労働大臣が定める基準」（平成13 年告示第254 号）を満たす者に委託して行うものとされ

ている。また、一時保護委託施設における食事の提供、保健衛生、防災及び被服等の支給については、

一時保護所と実質的に同等の水準のものとなるようにするとともに、被害者の人権、配偶者からの暴

力の特性、安全の確保や秘密の保持等に関する研修を受けた職員により入所者の保護を行うことが必

要である。 

一時保護後、婦人保護施設や母子生活支援施設への入所など、次の段階の援助の施策に移行するた

めに、婦人相談所と一時保護を委託された施設は、入所者の処遇等について緊密な連携を図ることが

必要である。 

   ウ 婦人保護施設等 

法第５条において、都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行うことができるとされて

いる。 

単身で保護された被害者については、婦人相談所一時保護所を退所した後、必要な場合は婦人保護

施設への入所等の措置を執ることが必要である。婦人保護施設においては、適切な職員を配置し、心

身の健康の回復や生活基盤の安定化と自立に向けた支援を行うことが必要である。 

なお、婦人保護施設が設置されていない地方公共団体においては、その必要性の有無について、不

断に吟味することが必要である。 

また、被害者に同伴する子どもがいる場合は、母子生活支援施設への入所等の措置を執ることが必

要である。母子生活支援施設においては、適切な職員を配置し、子どもの保育や教育等を含め、母子

について心身の健康の回復や生活基盤の安定化と自立に向けた支援を行うことが必要である。 

  (4) 被害者の自立の支援に関する事項 

法第３条第３項第４号において、配偶者暴力相談支援センターは、被害者が自立して生活することを

促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等について、また、同項第６号にお

いて、被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他

の援助を行うこととされている。 

これらの規定については、被害者が自立して生活することを促進するための援助に係る配偶者暴力相

談支援センターの業務について、具体的な例示を含めて規定することによって明確化を図り、その一層適

切な実施を図ることを目的に設けられたものである。関係機関との連絡調整については、日ごろから連携

協力の体制を整備するため配偶者暴力相談支援センターが中心となって関係機関の協議会を設置すること

や、配偶者暴力相談支援センターに相談に来た被害者について、個別に関係機関と連絡をとり、自立支援

のために必要な措置が適切に行われるよう調整を行うことが望ましい。 

配偶者暴力相談支援センターにおいては、以下に掲げる情報提供等の事務を適切に行うことが必要で

ある。 

   ア 就業の促進 

被害者の自立を支援する上で、被害者の就業に向けた支援を促進することが極めて重要である。配

偶者暴力相談支援センターにおいては、被害者の状況に応じて公共職業安定所、職業訓練施設、職業



 

訓練制度等についての情報提供と助言を行い、事案に応じて当該関係機関と連絡調整を行うなど、被

害者の就業に向けた支援に努めることが必要である。 

公共職業安定所や職業訓練施設においても、被害者の自立支援のために適切な対応を講ずるよう努

めることが必要である。 

また、子どものいる被害者については、母子家庭等就業・自立支援センターにおける就業相談等の

対象となるので、こうした機能の活用についても積極的に促すことが必要である。 

   イ 住宅の確保 

被害者の自立を支援するためには、被害者の居住の安定を図ることは極めて重要である。このため、

国及び地方公共団体はこのような被害者が自立して生活することができるように、受け皿となる住宅

の確保に努めることが必要である。 

特に公営住宅への入居については、地方公共団体において、地域の住宅事情や公営住宅ストックの

状況等を総合的に勘案しつつ、優先入居や被害者が若年単身である場合に対応した目的外使用の実施

などについて特段の配慮を行うことが必要である。その際、地方公共団体の内部において公営住宅の

事業主体、福祉部局、配偶者暴力相談支援センター等の関係者の間で緊密な連携を図り、被害者の自

立支援のために適切な対応を講ずるよう努めることが必要である。 

国においては、民間賃貸住宅への入居に際して必要となる保証人が確保されない場合、民間の家賃

債務保証会社等に関する情報の提供について、配偶者暴力相談支援センターとの連携を図るよう、民

間賃貸住宅にかかわる団体に対する要請に努める。 

配偶者暴力相談支援センターにおいては、被害者に対し、事案に応じ、住宅の確保について情報提

供等を行うことが必要である。 

   ウ 援護 

生活保護制度は、生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定により、保有する資産、能力等あら

ゆるものを活用しても、なお最低限度の生活を維持することができない者に対して、最低生活費の不

足分に限って保護費を支給するとともに、その自立を助長するものである。 

配偶者暴力相談支援センターにおいては、被害者に対し、事案に応じ、生活保護制度の適用につい

て、福祉事務所に相談するよう、情報提供等を行うことが必要である。 

また、児童福祉法（昭和22年法律第164号）の規定に基づく母子生活支援施設における保護の実施、

児童扶養手当法（昭和36 年法律第238 号）の規定に基づく児童扶養手当の支給について、情報提供等

を行うことが必要である。 

なお、法による婦人相談所が行う一時保護の施設の入所者については、他に居住地がない限り、居

住地がない者と認定し、現在地保護を行うため、その場合は、当該施設の所在地を所管する保護の実

施機関が生活保護の実施責任を負うことが必要である。 

   エ 健康保険 

配偶者暴力相談支援センターは、被害者から医療保険に関わる相談があった場合、以下について、

事案に応じた情報提供等を行うことが必要である。 

    (ｱ) 健康保険においては、被扶養者は被保険者と生計維持関係にあることが必要であり、生計維持関係



 

がなければ被扶養者から外れること。 

    (ｲ) 国民健康保険組合の行う国民健康保険においては、組合員の世帯に属していなければ、その対象か

ら外れること。 

    (ｳ) 被害者は、被害を受けている旨の証明書を持って保険者へ申し出ることにより、被扶養者又は組合

員の世帯に属する者から外れること。 

    (ｴ) 被害を受けている旨の証明書は、婦人相談所が発行すること、また、子どもなどの家族を同伴して

いる場合には、その同伴者についても証明書を発行すること。 

    (ｵ) 被扶養者又は組合員の世帯に属する者から外れた場合には、年金の第３号被保険者については、第

１号被保険者となる手続が必要になること。 

    (ｶ) 市町村の行う国民健康保険においては、事実上の住所及び他の公的医療保険に加入していないこと

の確認により、配偶者とは別の世帯として、国民健康保険に加入することが可能であり、市町村に

おいて相談すべきこと。 

   オ 国民年金 

配偶者暴力相談支援センターは、被害者から国民年金に関する相談があった場合、以下について、

事案に応じた情報提供等を行うことが必要である。 

    (ｱ) 被害者が国民年金の第３号被保険者（会社員、公務員などの被扶養配偶者）であって、当該被害者

がその配偶者の収入により生計を維持しなくなった場合は、第３号被保険者から第１号被保険者と

なる手続きが必要となること。 

    (ｲ) 上記の手続きは、現在住んでいる市町村において行うこと。その際、年金手帳が必要となること。 

    (ｳ) 第１号被保険者になった場合は、自らが保険料を負担する義務が生じること。 

    (ｴ) また、生活保護法による扶助を受けている場合や、経済的に保険料の納付が困難な場合等は、保険

料の免除制度等があることから、市町村において相談すること。 

   カ 同居する子どもの就学 

被害者の保護と自立の支援を図る上で、同居する子どもの就学に関する問題は、極めて重要である。

今般、被害者と同居する未成年の子どもに対しても接近禁止命令の発令が可能とされたことから、配

偶者暴力相談支援センターは、制度の趣旨及び概要について、教育委員会及び学校に周知を図ること

が必要である。配偶者暴力相談支援センターは、被害者や被害者と同居している子どもに対して接近

禁止命令が発令された場合にはその旨を学校に申し出るよう被害者に促すことが必要である。 

また、教育委員会や学校は、被害者の子どもの転校先や居住地等の情報を適切に管理することが必

要である。 

配偶者暴力相談支援センターは、教育委員会や学校と連携し、被害者に対し、必要に応じ、同居す

る子どもの就学について情報提供等を行うことが必要である。 

   キ 住民基本台帳の閲覧等の制限 

配偶者暴力相談支援センターは、被害者に対し、住民基本台帳の閲覧等に関し、被害者を保護する

観点から、以下の措置が執られていることについて、事案に応じ、情報提供等を行うことが必要であ

る。 



 

    (ｱ) 措置の目的 

配偶者からの暴力及びストーカー行為等の被害者を保護するため、住民基本台帳の一部の写しの

閲覧（住民基本台帳法（昭和 42 年法律第 81 号）第 11 条）、住民票の写し等の交付（同法第 12

条）及び戸籍の附票の写しの交付（同法第20条）について、不当な目的により利用されることを防

止する。 

    (ｲ) 申出の受付 

市区町村長は、配偶者からの暴力及びストーカー行為等の被害者から、(ｳ)に掲げる支援措置の

実施を求める旨の申出を受け付ける。 

申出を受け付けた市区町村長は、支援措置の必要性について、警察等の意見を聴き、確認する。 

    (ｳ) 支援措置 

加害者が判明している場合、加害者からの請求については、「不当な目的」（住民基本台帳法第

11条、第12条及び第20条）があるものとし、交付しない又は閲覧させないこととする。 

その他の第三者からの請求については、加害者が第三者になりすまして行う請求に対し交付する

又は閲覧させることを防ぐため、住民基本台帳カード等の写真が貼付された身分証明書の提示を求

めるなど、本人確認をより厳格に行う。 

また、加害者からの依頼を受けた第三者からの請求に対し交付する又は閲覧させることを防ぐた

め、請求事由についてもより厳格な審査を行う。 

   ク その他配偶者暴力相談支援センターの取組 

配偶者暴力相談支援センターは、各々の実情を踏まえ、事案に応じ、離婚調停手続についての相談

対応、弁護士による法律相談窓口の紹介や、被害者の状況に応じ関係機関への付き添いを行うことな

ど、被害者の自立を支援するために必要な措置を講ずることが望ましい。 

  (5) 保護命令制度の利用等に関する事項 

   ア 保護命令制度の利用  

法第３条第３項第５号において、配偶者暴力相談支援センターは、保護命令の制度の利用について、

情報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行うこととされている。 

配偶者暴力相談支援センターは、被害者に対し、保護命令制度について説明し、被害者が保護命令

の申立てを希望する場合には、申立先の裁判所や申立書等の記入方法等についての助言を行い、被害

者が円滑に保護命令の申立てができるようにすることが必要である。 

また、関係機関への連絡については、必要に応じ、配偶者暴力相談支援センターが地方裁判所に対

し、配偶者暴力相談支援センターの連絡先、裁判所内で加害者が被害者を待ち伏せするおそれがある

ことから警備が必要であること、及び配偶者暴力相談支援センターの関係者が申立人の裁判所への出

頭に付き添うことなどを連絡することが考えられる。 

なお、保護命令の具体的な手続は、別添のとおりである（別添参照）。 

イ 保護命令の通知を受けた場合の対応 

法第15条第３項において、保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨及びその内

容を申立人の住所又は居所を管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとされている。 



 

警察において法第15条第３項による通知を受けた場合は、速やかに被害者と連絡を取り、被害者の

意向を確認した上で被害者の住所又は居所を訪問するなどして、配偶者からの暴力による危害を防止

するための留意事項及び緊急時の迅速な通報等について教示することが必要である。被害者の親族、

支援者等の生命又は身体に危害が及ぶおそれがあると認められるときは、被害者の承諾を得た上で、

これらの者に対し、被害者に対する保護命令が発せられていることを教示し、加害者による危害から

自らの生命又は身体の安全を確保するための措置を教示することが必要である。 

また、加害者に対しても、保護命令違反が罪に当たることを認識させ、保護命令が確実に遵守され

るよう指導警告等を行うことが必要である。 

  (6) 民間団体との連携に関する事項 

法第３条第５項において、配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応

じ、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるもの

とするとされている。 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護については、この問題に取り組む民間団体も大きな役割を

担っており、被害者の多様な状況に対応するためには、このような民間団体と配偶者暴力相談支援センタ

ーとが適宜連携を取りながら対応することが必要である。 

   ア 婦人相談所 

婦人相談所は一時保護の委託先となっている民間団体と連携を図り、できるだけ、被害者にとって

安全で利用しやすい場所で保護できるように対応することや、入所者の処遇等について連携を図るこ

と等、実情に応じて民間団体の協力を得ながら被害者の問題解決に向けて協力することが必要である。 

また、都道府県においては、婦人相談所を始め各関係機関で被害者の相談等に従事する職員に対す

る専門研修を実施し、婦人相談所においては、福祉事務所、女性センター、婦人保護施設、民間団体

等様々な関係機関との連携を強化するため、連絡会議やケース検討会議等を開催するネットワークを

整備するなど、被害者に対する各種支援のための事業を実施しており、こうした事業の実施に当たっ

ては、民間団体を含め関係機関との連携を図ることが必要である。 

   イ 婦人相談所以外の配偶者暴力相談支援センター 

婦人相談所以外の配偶者暴力相談支援センターにおいても、実情に応じて民間団体と連携を図りな

がら被害者の保護に取り組むことが必要である。 

民間団体との連携の例としては、相談業務、広報啓発業務、同行援助等の自立支援、研修等におけ

る専門的知見の活用、関係機関の協議会への参加の招請等様々なものが考えられる。どのような連携

を行うかは、配偶者暴力相談支援センターの状況、当該地域に存在する民間団体の状況、個々の被害

者の状況等個別の事案に即して、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を効果的に行う観点から、

それぞれの配偶者暴力相談支援センターにおいて判断することが望ましい。 

  (7) 婦人相談員の役割に関する事項 

法第４条において、婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行うことができるとされてい

る。 

婦人相談員は、婦人相談所、福祉事務所等において配偶者からの暴力の被害者に関する各般の相談に



 

応じるとともに、その態様に応じた適切な援助を行うことが必要である。 

また、被害者は不安感を抱えながら相談に訪れることが多いため、被害者にとっての安全を第一に考

え、秘密が守られる環境の中で、その訴えが十分受け入れられることが重要である。したがって、婦人相

談員は被害者の立場に立って共に問題解決を図ろうとする援助者であることについて被害者の理解を得る

こと、信頼関係に基づいて援助を行うことが必要である。 

さらに、問題の解決に当たっては、被害者自らが選択、決定することが基本であり、婦人相談員は、

このために必要な情報を提供し、適切な助言を行うことが必要である。また、被害者の自立の促進、保護

命令制度の利用、保護施設の利用等についての情報提供、助言、関係機関との連絡調整等、法第３条第３

項各号に規定されている業務について中心的な役割を担うものであり、こうした各種の援助が的確に実施

されるよう、関連の法律や施策、制度等について十分な知識を有するよう努めることが必要である。 

  (8) 福祉事務所の役割に関する事項 

法第８条の３において、福祉事務所は、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法（昭和 39 年法

律第129 号）その他の法令の定めるところにより、被害者の自立を支援するために必要な措置を講ずるよ

う努めなければならないとされている。 

福祉事務所においては、生活保護法の規定により、保有する資産、能力等あらゆるものを活用しても、

なお最低限度の生活を維持することができない者に対して、最低生活費の不足分について保護費を支給す

るとともに、その自立を助長することが必要である。 

また、児童福祉法の規定により、児童及び妊産婦の福祉に関する事項について、相談に応じ、必要な

調査を行うこと、母子生活支援施設における保護を実施することが必要である。さらに、母子及び寡婦福

祉法の規定により、母子自立支援員等が、母子家庭の母又はこれに準ずる状態にある者の自立支援を図る

ため、職業能力の向上及び求職活動等、就業についての相談や生活相談に積極的に応じること、及び児童

扶養手当法の規定に基づく児童扶養手当の支給を行うことが必要である。 

 ３ 関係機関の連携協力に関する事項 

法第９条において、配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所等都道府県又は市町村の関

係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われるよう、相互に連

携を図りながら協力するよう努めるものとするとされている。 

被害者の保護及び自立支援を図るためには、法に掲げられた機関を始め、人権擁護委員や被害者の保護及

び自立支援に関する施策を所管する関係機関が共通認識を持ち、日々の相談、保護、自立支援等様々な段階

において、緊密に連携しつつ取り組むことが必要である。 

このためには、配偶者暴力相談支援センターを中心とした関係機関の協議会の設置、被害者の保護及び自

立支援のモデルケースを想定し、マニュアル等の形で関係機関の相互の協力のあり方をあらかじめ決めてお

くことなどが有効であると考えられる。 

自立支援を含む被害者の保護を図る上で、被害者と身近に接する立場にある市町村の主体的な取組も極め

て重要である。市町村の関係機関も、法において市町村の関係機関が明記された趣旨を踏まえ、他の関係機

関と連携を図りながら協力するよう努めることが必要である。 

被害者に対する加害者の追及が激しい場合等は、市町村又は都道府県の枠を超えた関係機関の広域的な連



 

携が必要になる場合も考えられ、こうしたことを想定して、あらかじめ、近隣の地方公共団体と連携につい

て検討しておくことが望ましい。 

また、被害者の子どもについて、必要に応じ、児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律（平成 12

年法律第 82 号）による措置が講じられるよう、関係機関は、児童相談所、福祉事務所等との連携を推進す

ることが望ましい。 

被害者が不法滞在外国人である場合には、関係機関は地方入国管理局と十分な連携を図りつつ、被害者に

対し適切な対応をとることが必要である。 

 ４ 職務関係者による配慮・研修及び啓発に関する事項 

法第 23 条第１項において、配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者

（以下「職務関係者」という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その置かれている環

境等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重するとともに、その安全の確保及び秘

密の保持に十分な配慮をしなければならないとされている。 

また、同条第２項において、国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者からの暴

力の特性等に関する理解を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとするとされている。 

職務関係者においては、配偶者からの暴力は外部からその発見が困難な家庭内で行われるため潜在化しや

すく、しかも加害者に罪の意識が薄いという傾向にあり、被害が深刻化しやすいという特性等を十分理解し

た上で、被害者の置かれた立場に配慮して職務を行うことが必要である。特に被害者と直接接する場合は、

被害者が配偶者からの暴力により心身とも傷ついていることに十分留意することが必要である。こうしたこ

とに対する理解が不十分なため、被害者に対して不適切な対応をすることで、被害者に更なる被害（二次的

被害）が生じることのないよう配慮することが必要である。 

また、職務関係者が職務を行う際は、被害者の安全の確保を第一に考えつつ、例えば、加害者の元から避

難している被害者の居所が加害者に知られてしまう、あるいは被害者を支援している者の氏名等が加害者に

知られてしまうといったことのないよう被害者及びその支援者に関する秘密の保持に十分配慮することが必

要である。 

また、加害者の元から避難している被害者と同居する子どもが通学する学校や通所する保育所においては、

被害者から申出があった場合には、関係機関と連携を図りつつ、加害者に対して被害者の居所が知られるこ

とがないように、十分配慮することが必要である。 

外国人や障害者である被害者等の人権の尊重が必ずしも十分徹底されていないとの指摘があることを踏ま

え、法においては、職務関係者は、被害者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重しなければならな

いことが確認されたところである。法が対象としている被害者には、日本在住の外国人（在留資格の有無を

問わない。）や障害のある者も当然含まれていることに十分留意しつつ、それらの被害者の立場に配慮して

職務を行うことが必要である。 

職務関係者に対する研修及び啓発においては、以上に述べたとおり、配偶者からの暴力の特性や被害者の

おかれた立場を十分に理解した上での対応が徹底されるよう配慮することが必要である。 

特に、被害者と直接接する立場の者に対する研修及び啓発においては、二次的被害の防止の観点が重要で

ある。また、相談員については、その職務の特性から、職務遂行の過程でいわゆる「バーンアウト（燃え尽



 

き）」状態等心身の健康が損なわれることがあり、こうしたことのないよう配慮することが必要である。 

国においては、上記の事項に十分配慮して、職務関係者に対する研修の実施、相談の手引等の作成・配布、

ホームページを通じた職務執行に資する情報の提供等に積極的に努める。 

 ５ 苦情の適切かつ迅速な処理に関する事項 

法第９条の２において、配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所等都道府県又は市町村

の関係機関その他の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申出を受

けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとするとされている。 

苦情の処理に当たっては、一定のルールに沿った方法で解決を進めることにより、円滑・円満な解決の促

進や信頼性、適正性の確保を図ることが必要である。 

関係機関においては、申し出られた苦情について、誠実に受け止め、適切かつ迅速に処理し、必要に応じ

職務の執行の改善に反映するとともに、可能な限り処理結果について申立人に対する説明責任を果たすこと

が望ましい。関係機関において、苦情処理制度が設けられている場合には、その制度に則して処理を行うこ

とが必要である。 

 ６ 教育啓発に関する事項 

法第 24 条において、国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深めるため

の教育及び啓発に努めるものとするとされている。 

配偶者からの暴力の防止の観点からは、男女の人権を尊重し、個人の尊厳を傷つける暴力は許さないとい

う意識を社会全体で共有していくことが必要である。啓発は国民各界各層を対象に行うことが必要であるが、

啓発を行うに当たっては、配偶者からの暴力には、身体に対する暴力のみならずいわゆる精神的暴力及び性

的暴力も含まれることに留意することが必要である。 

例えば、配偶者からの暴力の実態や配偶者からの暴力は犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるこ

と、被害者の保護のための仕組み等について啓発を行うことが考えられる。 

啓発の実施に際しては、関係機関が連携協力して取り組むことが効果的だと考えられる。 

啓発の方法については、ポスター・パンフレットの作成・配布の他にも、シンポジウムの開催や、地域に

おける各種団体の研修会や講座等の機会を活用するなど様々な方法が考えられる。こうした啓発を通じて、

地域住民に対して、配偶者からの暴力に関する的確な理解と協力が得られるよう努めることが必要である。 

配偶者暴力相談支援センターの連絡先等については、加害者の目につきにくい方法を工夫するなど、被害

者の立場に立った広報を行うことが必要である。また、外国人や障害者である被害者に対しても、適切な情

報が提供されるよう留意することが必要である。 

さらに、配偶者からの暴力の防止に資するよう、学校・家庭・地域において、人権尊重の意識を高める教

育や男女平等の理念に基づく教育を促進することが必要である。 

国においては、上記の事項に十分配慮して、毎年11月12日から２週間にわたって実施している「女性に

対する暴力をなくす運動」を中心として、ポスター・パンフレットの作成・配布、テレビ等を通じた積極的

な啓発に努める。また、毎年 12 月４日から１週間にわたって実施している「人権週間」においては「女性

の地位を高めよう」を強調事項に掲げるなど、積極的な国民への広報啓発に努める。さらに、配偶者からの

暴力の防止につき教職員等に対する理解の促進にも努める。 



 

 ７ 調査研究の推進等に関する事項 

法第 25 条において、国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資するため、

加害者の更生のための指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進

並びに被害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上に努めるものとするとされている。なお、調査研究に

当たり、被害者と接する必要がある場合は、被害者の心身の状況、その置かれている環境等に十分配慮する

ことが必要である。 

  (1) 加害者の更生のための指導について 

調査研究に当たっては、加害者の更生のための指導としてどのようなものが有効であるかについては

未解明な部分が多く、場合によっては、被害者にとって非常に危険なものとなり得ることについても十分

留意することが必要である。 

加害者の更生のための指導の方法によっては、加害者が、更生のための指導を受けているという事実

をもって、被害者やその関係者に事実に反し加害者が更生したとの錯覚を与えるおそれがある。また、更

生のための指導を受けたことで保護命令の対象となる暴力の範囲を学習し、それに当たらない言葉による

脅しなどを行うようになるおそれもある。 

国においては、これまで諸外国の加害者の更生のための指導に関する制度や被害者の保護を図る観点

から、加害者の更生のための指導に関するプログラムが最低限満たすべき基準及びその実施に際して最低

限留意すべき事項について調査研究を行ったところである。また、「ドメスティック・バイオレンス（Ｄ

Ｖ）の加害者に関する研究」（法務総合研究所）として、配偶者からの暴力等が刑事事件となった事案を

取り上げて分析調査等を実施し、我が国における配偶者からの暴力等の実態を把握するとともに、それを

引き起こす要因等を探求し、とりわけ加害者に焦点を当ててその特性を明らかにした上、更生のための指

導方法を見極めることなどを目的とした研究を行ったところである。 

国においては、上記の事項に十分配慮して、被害者の安全を第一に考えつつ、調査研究の推進に努め

る。 

  (2) 被害者の心身の健康の回復について 

被害者の心身の健康を回復させるための方法等について、調査研究の推進に努めることが必要である。 

国においては、厚生労働科学研究費補助金による研究事業として、平成 13 年度から平成 15 年度まで

の３か年を研究期間として、配偶者からの暴力の被害を受けた女性及びその子どもを対象に、被害の実態

を精神健康の観点を中心に広く調査研究する「ＤＶ被害者における精神保健の実態と回復のための援助の

研究」を実施し、また、平成14年度から平成16年度までの３か年を研究期間として、配偶者からの暴力

において母子ともに被害を受けることによる、子どもへの心理的影響を明らかにし、その後の発達、社会

適応上の問題を明らかにするとともに、援助方法を検討する「母親とともに家庭内暴力被害を受けた子ど

もへの心理的支援のための調査」を実施しているところである。 

さらに、平成 16 年度から平成 18 年度までの３か年を研究期間として、配偶者からの暴力の被害を受

けた母子を対象として、精神医学的・心理学的援助の観点を含め居住先の確保、就労など具体的な生活の

再建を目指した、総合的な支援策を講ずるための調査研究として「家庭内暴力被害者の自立とその支援に

関する研究」を実施しているところである。国においては、配偶者からの暴力の被害の実態把握や被害者



 

の自立支援に寄与するため、引き続き調査研究の推進に努める。 

  (3) 人材の育成等 

被害者の保護に係る人材の育成及び資質の向上については、職務関係者に対する研修等を通じ、十分

配慮することが必要である。 

 ８ 民間の団体に対する援助等に関する事項 

法第 26 条において、国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活

動を行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとするとされている。 

配偶者からの暴力の防止及び自立支援を含む被害者の適切な保護は、国及び地方公共団体において主体的

に取り組んでいるところである。 

しかしながら、民間の支援団体の中には、旧法が制定される以前からこの問題に取り組むなど、被害者保

護のための豊富なノウハウを有し積極的に被害者の保護に取り組んでいる団体も多くある。また、弁護士会

や医師会等の理解と協力は、被害者の保護、自立支援を図る上で重要である。 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るためには、国及び地方公共団体と民間団体等とが緊密に

連携を取りながら、より効果的な施策の実施を図っていくことが必要である。 

連携の例としては、一時保護の委託及びそれ以外の緊急一時的な保護、相談業務、広報啓発業務、同行援

助等の自立支援、研修等における専門的知見の活用、関係機関の協議会への参加の招請等様々なものが考え

られるが、どのような連携を行うかは、それぞれの地域の実情と民間団体等の実態を踏まえ、地方公共団体

において判断することが望ましい。 

また、それぞれの地域における配偶者からの暴力の状況、公的な施設の状況、当該民間団体等への援助の

必要性、適格性等を踏まえ、地方公共団体の判断において、連携内容に応じ、情報提供、資料の提供、財政

的援助等の必要な援助を行っていくことが望ましい。 

国においては、上記の事項に十分配慮して、民間団体等に対し、各種の調査報告書の配布やホームページ

を通じた情報の提供、研修会等の講師として民間団体の代表を招へいするなど連携を取りつつ積極的な施策

の展開に努める。 

 

第３ その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項 

 １ 基本方針の見直し 

法の施行後３年を目途として、その施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措

置が講ぜられるものとされていることから、基本方針についても策定後３年を目途に見直すこととする。そ

の際は、被害者の保護に取り組む民間団体等広く関係者の意見を聴取する。 

なお、特別の事情がある場合は、３年を待たず見直すこととする。 

 ２ 基本計画の策定の手続等の指針 

  (1) 基本計画の策定 

   ア  関係部局の連携 

基本計画の策定に当たっては、基本方針に掲げた各項目の関係部局が連携して取り組むことが望ま

しい。 



 

   イ  関係者からの意見聴取 

基本計画の策定に当たっては、被害者の保護に取り組む民間団体等広く関係者の意見を聴取するこ

とが望ましい。 

  (2) 基本計画の見直し 

基本計画については、基本方針の見直しに合わせて見直すことが必要である。その際は、上記(1) に

掲げる基本計画の策定に準じた対応をとることが必要である。 

また、見直しは、それまでの施策の実施状況等を勘案して行うことが必要である。 

なお、計画期間内であっても、新たに基本計画に盛り込むべき事項が生じるなどの場合は、必要に応

じ、基本計画を見直すことが望ましい。 


